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はじめに 

 北海道教育委員会（以下「道教委」という。）では、高校づくりに当たっての基本的な考

え方と具体的な施策を示すため、平成30年（2018年）３月に「これからの高校づくりに関

する指針」（以下「指針」という。）を策定し、学校や地域の実情に応じて、総合学科や単

位制といった多様なタイプの高校づくりを進めるとともに、「公立高等学校配置計画」（以

下「配置計画」という。）を毎年度策定してきました。 

 指針策定から５年が経過する中、Society5.0時代に向けた社会の劇的な変化や地域創生

の視点からの高校に対する期待の高まり、国の高校教育改革の進展など、高校を取り巻く

状況が大きく変化してきています。 

広域分散型の本道において、少子化の進展により高校の小規模校化が進む中、多様で柔

軟な教育課程を編成し、生徒の学習ニーズに対応できる高校づくりと、生徒の修学機会の

確保や地域創生の観点に立った教育機能の維持の両面から高校の在り方を検討することが

これまで以上に重要となっています。 

こうしたことから、「一定の圏域での高校の在り方について地域とともに考える新たな

仕組みの構築」、「国の普通科改革を踏まえた、現代的な諸課題に対応するための学習に取

り組む新しい学科の設置」、「地域連携特例校等の在り方を含めた地域における教育機能を

維持するための方策」の３つの視点で指針を見直し、この度、改定版を策定しました。 

 

Ⅰ 指針の趣旨等 

１ 指針の趣旨 

  本指針は、社会の劇的な変化や、生徒の興味・関心、進路希望等の多様化、中学校卒

業者数の減少など高校を取り巻く環境の変化に対応し、未来を担う人材を育む教育機能

の維持向上を図るため、これからの高校づくりに当たっての基本的な考え方と具体的な

施策を示すものであり、北海道教育推進計画を踏まえて策定するものです。 

 

２ 指針改定の背景 

Society5.0時代に向けた社会の劇的な変化が生じている中、国が令和元年（2019年）12

月に閣議決定した第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、人口急減、超高齢

化、少子化に対応し、若者の地方への流れを推進するための施策の一つに「高等学校の

機能強化等」が掲げられるなど、地域創生における高校への期待はこれまで以上に大き

くなっており、高校の特色化･魅力化を一層推進していくことが求められています。 

また、中学校卒業者数の減少による全道的な高校の小規模校化や国の高校教育改革へ

の対応など、高校を取り巻く環境も大きく変化しています。 

こうした社会情勢や高校を取り巻く教育環境の変化、地域が抱える今日的な教育課題

等に的確に対応し、未来を担う人材を育む教育機能の維持向上を図ることが、これから
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の高校づくりを進める上での重要な視点となっています。 

 

３ 指針改定の適用等 

令和８年度（2026年度）以降の配置計画から適用することとしますが、実施可能な施

策については、令和５年度（2023年度）から実施します。 

また、圏域における協議結果の配置計画への反映（pp.3-4参照）は、令和９年度（2027

年度）の配置計画以降となる場合があります。 

また、北海道教育推進計画の実施期間（令和５年度（2023年度）～令和９年度（2027

年度））の最終年までに成果と課題の検証を行うとともに、教育環境の変化や地域の教育

課題等に的確に対応するため、国の施策の動向や時代の要請等を踏まえ、必要に応じて

見直しを図ります。 

 

Ⅱ 地域とつながる高校づくり 

 これからの社会を生きる子どもたちは、自分のよさや可能性を認識するとともに、あら

ゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を

乗り越え、豊かな人生を切り拓
ひら

き、持続可能な社会の創り手となることができる資質・能

力を身に付けることが求められています。 

こうした資質・能力を育むためには、地域と学校が連携・協働しながら社会に開かれた

教育課程を実現していくことが重要であり、学校という場を核とした連携・協働の取組を

通じて、自立した地域社会の基盤の構築・活性化を図る「学校を核とした地域づくり」を

推進し、まちに活力と魅力を生み出し、地域創生の実現につなげていくことが期待されて

います。 

また、広域分散型の本道においては、少子化に伴う中学校卒業者数の減少により、高校

の小規模校化の加速が避けられない状況にあることから、地域と一体となって子どもたち

を育む取組を推進し、地域の教育機能の維持向上を図ることが重要です。 

 

１ 地域と密接に結び付いた取組の推進（地学協働の推進） 

  本道が将来にわたって輝き続けていくためには、より良い学校教育を通じてより良い

社会を創るという理念の下、学校と地域の連携を深め、情報を共有するとともに、協働

して地域の人材を育成することが重要であり、地域創生の観点からも地域と連携・協働

し、生徒から選ばれる魅力ある高校づくりを推進する必要があることから、道教委では

令和２年（2020年）12月、地域創生に向けて高校の果たす役割や、本道における高校の

魅力化の具体的な取組例を示す「地域創生に向けた高校魅力化の手引～高校と地域の連

携・協働を進めるために～」を作成し、地域を学びの場とした教育活動を推進していま

す。 
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  また、令和３年度（2021年度）からは、地学協働による魅力ある高校づくりを進める

ため、高校生と大人が一緒に地域課題を解決する地域課題探究型の学習体験を通じて、

持続可能な地域と学校の連携・協働の仕組みを構築する施策を実施しています。 

  今後は、高校が所在する市町村に加え、通学区域や通学可能圏域内の他の市町村との

地学協働の在り方を検討するなど、一定の圏域における教育力の維持向上や地域創生の

観点に立った連携を推進します。 

 

(1) 社会に開かれた教育課程の実現に向けた地域住民の参画 

地域と学校の連携・協働をより一層推進するため、コミュニティ・スクール（学校

運営協議会制度）の導入や市町村、小・中学校、地元企業、大学等の専門機関で構成

する連携組織（コンソーシアム）の整備、地域住民や学校との連絡調整を行う地域コ

ーディネーターの配置の推進や学校において地域連携を担当する教職員の明確化な

ど、社会に開かれた教育課程の実現に向け、学校や地域の実情に応じた推進体制の構

築に取り組み、地域の自治体や関係機関等と連携・協働し、地域の実情を踏まえた特

色ある高校づくりを推進します。 

   また、地域との連携･協働という視点から、市町村に道立高校が１校のみ設置されて

いる場合は、当該高校へのコミュニティ・スクールの導入の早期実現に努めるととも

に、コミュニティ・スクールの成果の普及を図り、都市部の高校への積極的な導入に

ついても併せて検討を進めます。 

 

(2) 他校種を含めた地域の関係機関との連携 

   高校における教育課程の充実を図るため、市町村や地域の関係団体のほか、小学校

や中学校など他校種との連携による地域の特性や教育資源を生かしたキャリア教育

や、他校種を含めた学校間で相互に教員を派遣して授業等を行うなどの取組を推進し

ます。 

 

２ 将来を見据えた高校づくりを地域とともに考える仕組みの構築 

  複数の高校が所在する都市部などにおいては、生徒の多様な学習ニーズに対応するた

め、普通科高校や専門高校、総合学科高校、小規模ながらも特色ある教育活動を展開し

ている高校など、様々な選択肢があることが望ましいことから、高校の役割と教育機能

を明確にすることが重要です。 

また、中学校卒業者数の減少に伴い、令和４年（2022年）４月現在、55市町村に高校

が設置されておらず、また、96市町村には１校のみの設置となっており、そのうち58校

は第１学年１学級規模となっているなど、市町村単位で高校の配置を考えていくことが

難しくなっている状況にあります。 
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このため、通学区域や通学可能圏域などの一定の圏域単位で、将来的に圏域内の高校

が担うべき役割や高校の魅力化、多様な学習ニーズに応える高校配置の在り方等につい

て協議を行い、その結果を配置計画に生かすことで、圏域における高校の教育機能の維

持向上を図ります。 

 

３ 地域連携校の充実 

(1) 地域連携校 

地域の教育機能の維持向上の観点や高校が地域で果たしている役割等を踏まえ、第

１学年１学級の高校のうち、地理的状況等から再編が困難であり、かつ地元からの進

学率が高い高校（平成 30 年指針における地域連携特例校）を、地域連携校（以下「連

携校」という。）に位置付け、地域の教育資源を積極的に活用した教育活動を推進する

ほか、遠隔授業の配信により教育課程の充実を図ります。 

引き続き、小規模校のメリットを最大限に活用し、多様な学習ニーズに対応した教

育課程の工夫・改善に努め、地域に根ざした特色ある高校づくりに取り組むなど、教

育環境の充実を図ります。 

 

(2) 地域連携協力校等との連携 

   地域連携協力校（以下「協力校」という。）や他の連携校との連携した教育活動など

により、他校の生徒と交流する機会を確保し、協働的な学びの実現を図ります。 

連携校と協力校との連携では、対面を基本としつつICTも活用しながら、合同の学

校行事や部活動、生徒会交流などの教育活動や教職員の研修に取り組みます。 

   連携校間の連携では、ICTを活用するなどして合同授業型等の遠隔授業や生徒会交

流などの教育活動や教職員の研修に取り組みます。 

 

(3) 北海道高等学校遠隔授業配信センター（T-base） 

   道内のどの地域においても高校生が自らの可能性を最大限に伸ばしていくことので

きる多様で質の高い教育環境を提供することを目的に、令和３年（2021年）４月、有

朋高校内に北海道高等学校遠隔授業配信センター（以下「T-base」という。）を開設し、

地元で学びながら生徒の興味・関心や進学希望等に対応する教科・科目の授業を年次

進行で配信し、連携校及び離島に所在する道立高校の教育課程の充実を図っています。 

   令和５年度（2023年度）からは全ての学年で遠隔授業を配信することとしており、

引き続き、配信教科･科目の拡大や進路指導体制の充実など、T-baseの配信機能の強化

を進めるとともに、生徒が多様な意見や考えに触れながら協働的な活動を行うことが

できるよう、教科の特性等を踏まえ、複数校に対して同時に授業配信を行うなど、他

校生徒と切磋琢
さ た く

磨できる環境の整備に努めます。 
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   今後は、連携校や離島に所在する高校以外の小規模校への授業配信や進学講習の合

同配信等を検討するとともに、ICTを活用した遠隔教育の普及に向けて取り組みます。 

 

Ⅲ 活力と魅力のある高校づくり 

 道教委では、社会の変化や生徒の多様な学習ニーズなどに対応するため、学校や地域の

実情に応じて、総合学科や単位制などの多様なタイプの高校づくりを進めています。 

 令和３年（2021年）１月の中央教育審議会答申『令和の「日本型学校教育」の構築を目

指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～』

（以下「中教審答申」という。）において、「高校生の学習意欲を喚起し、可能性及び能力

を最大限に伸長するための各高等学校の特色化・魅力化」として、各高校の存在意義・社

会的役割等の明確化（スクール・ミッションの再定義）が示され、同年３月には学校教育

法施行規則等の一部が改正されたことから、特色ある教育活動の推進に資するため、同年

９月に各道立高校等のスクール・ミッションを再定義しました。 

また、「普通教育を主とする学科」の弾力化・大綱化（普通科改革）についても示された

ことから、生徒の興味・関心や地域の実情を踏まえた学校設定教科・科目の開設やコンソ

ーシアムの構築など、普通科の特色化・魅力化に取り組んでいます。 

 このほか、社会が急速に変化する中、地域や社会が抱える様々な課題に対応する力を育

成するため、これまでの文系・理系といった枠にとらわれず、各教科等での学習を実社会

での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な教育であるSTEAM教育の推進

や、地域産業を支える人材を育成するため、大学や産業界と連携した高度な知識・技術の

習得、地域の産業特性を生かした実践的な資質・能力の育成に向けた産業教育の充実に取

り組むなど、地域の関係機関、産業界等と連携を深め、地域に根ざした様々な活動により

広く社会に貢献することを通して、生徒一人一人の高い専門性と豊かな人間性を培う実践

的な教育活動を推進します。 

 

１ 全日制課程 

  全日制課程の高校については、学校ごとに学校・学科の特色を生かした教育活動の充

実を図るほか、可能な限り生徒の進路選択幅を確保し多様化する学習ニーズに対応でき

るよう、通学区域や一定の圏域ごとのバランスなども考慮しながら、活力と魅力のある

高校づくりを進めます。 

 

(1) 普通科 

  ア 普通科 

普通科においては、類型（コース）の設定や、学校設定教科・科目の開設などに

より、生徒の興味・関心、進路希望等に対応するための教育課程の充実に取り組ん
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でいます。 

    令和３年（2021年）12月に中・高校生やその保護者等を対象に道教委が実施した

「高校教育に関するアンケート」（以下「高校教育調査」という。）では、中学生の

68.8％、中学生の保護者の76.7％が「進学したい（させたい）学科」として「普通科」

と回答している（p.18参照）ことから、普通科において、生徒の興味・関心、進路

希望等に対応するための教育活動を一層推進していく必要があります。 

    また、国において、幅広い分野で新しい価値を提供できる人材を育成するために

は、プログラミングやデータサイエンスに関する教育、統計教育などの充実が必要

であることや、教科を超えた全ての学習の基盤として育まれ活用されるプログラミ

ング的思考や情報モラル等に関する資質･能力を含む情報活用能力の育成が示され

ていることから、教科「情報」における指導の充実と様々な教科におけるICTの一

層の活用に取り組みます。 

 

  イ 普通科新学科 

    普通科は、「普通」という名称から一斉的・画一的な学びの印象を持たれやすいも

のの、普通科に求められる役割は高校ごとに異なっており、生徒や地域の実情を踏

まえた特色化・魅力化を図る必要があることから、国において普通教育を主とする

学科として、現在の普通科以外に「学際領域に関する学科」、「地域社会に関する学

科」及び「その他特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科」の設置が可能とさ

れたところであり、本道においても、普通科新学科の設置を進め、地域の特性や生

徒の実態を踏まえた特色化･魅力化に取り組みます。 

 

   (ｱ) 学際領域に関する学科 

     学際領域に関する学科は、例えばSDGsの実現に関わり、「気候変動への具体的

な対策」を研究するなど、異なる学問分野を融合して探究学習を行うことを特徴

としています。従来の普通科における教科・科目の学習に加え、学校独自で設定

する探究科目を含む各教科・科目等と総合的な探究の時間を往還する学習を行い、

諸課題等の解決に取り組む学科の設置について、生徒の実態や地域の実情を踏ま

えながら検討します。 

 

   (ｲ) 地域社会に関する学科 

     地域社会に関する学科は、例えば「人口流出を防ぐにはどうすべきか」など、

高校が所在する地域社会が抱える課題の解決に向けた探究学習を行うことを特徴

としており、学際領域に関する学科と同様に、学校独自で設定する探究科目を含

む各教科・科目等と総合的な探究の時間を往還する学習を行い、地域の諸課題等

の解決に取り組む学科の設置について、生徒の実態や地域の実情を踏まえながら
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検討します。 

 

   (ｳ) その他特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科 

     その他特色・魅力ある学びに重点的に取り組む学科は、中教審答申において当

該高校のスクール・ミッションに基づく特色・魅力ある学びを行うことが特徴と

して示されていることから、道においても設置について検討します。 

 

(2) 専門学科（理数科、体育科及び外国語等に関する学科） 

   専門学科のうち、理数科、体育科及び外国語等に関する学科においては、数学、理

科、体育、英語などについて深く学びたいという興味・関心を持った生徒に対して、

専門性を高める教育活動を推進しています。 

   高校教育調査の結果から、「進学したい（させたい）学科」について、「専門学科（理

数科、体育科、外国語科、工芸科、数理データサイエンス科などの学科）」と回答した

中学生が13.9％、中学生の保護者は24.3％となっており（p.18参照）、一定程度のニー

ズがあると考えられることから、それぞれの専門学科における教育活動の成果を踏ま

え、引き続き適切な設置となるよう検討します。 

 

(3) 専門学科（職業学科） 

専門学科のうち、農業科などのいわゆる職業学科では、産業に関する理解を深めな

がら職業観・勤労観を育むとともに、技術や課題解決能力を習得させることを通して

地域産業の持続的な発展を支える職業人を育成する教育活動を推進しています。 

本道の基幹産業である農業、漁業、製造業等における後継者不足問題に加え、技術

革新・産業構造の変化、グローバル化等、社会の急激な変化に伴い、育成が期待され

る資質・能力が大きく変わることも考えられることから、今後は、地域を支える最先

端の職業人の育成に向けて、ICTの活用などによる教育活動の充実を図るとともに、

加速度的な変化の最前線にある大学や地域産業界等と相互連携を図った上で協働す

ることができるよう、社会に開かれた教育課程の実現に向けて取り組みます。 

 

ア 農業に関する学科 

農業は本道の基幹産業の一つであり、農業科設置校においては、地域の農業経営

者はもとより、大学や試験研究機関等との連携を深め、農業のグローバル化や６次

産業化など、農業を取り巻く産業構造の変化に対応しながら、農業の各分野につい

て体系的・系統的に理解するとともに、農業の振興や社会貢献について主体的かつ

協働的に取り組む態度を養うなどして、農業や農業関連産業に関する学習を通じ、

地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成する必要があります。 

農業に関する学科については、生徒の進路動向や全道的な学科の設置状況などを
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考慮するとともに、生徒の学習選択幅の確保にも配慮しながら、学科の在り方を検

討します。 

 

  イ 工業に関する学科 

工業科設置校においては、企業経営者はもとより、大学や試験研究機関、地域産

業界等と連携を深め、技術革新や環境負荷軽減技術など、工業を取り巻く環境の変

化に対応しながら、工業の各分野を体系的・系統的に理解するとともに、工業の発

展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養うなどして、ものづくりを通じ、地域や

社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成する必要があります。 

工業に関する学科については、生徒の進路動向や全道的な学科の設置状況などを

考慮するとともに、生徒の学習選択幅の確保にも配慮しながら、産業特性等の地域

の実情に応じた学科の在り方を検討します。 

 

  ウ 商業に関する学科 

商業科設置校においては、企業経営者はもとより、大学や地域産業界等と連携を

深め、経済のグローバル化や情報化、サービス化など、ビジネスを取り巻く環境の

変化に対応しながら、商業の各分野を体系的・系統的に理解するとともに、ビジネ

スの創造と発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養うなどして、地域産業をは

じめ経済社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成する必要があります。 

商業に関する学科については、生徒の進路動向や全道的な学科の設置状況などを

考慮するとともに、生徒の学習選択幅の確保にも配慮しながら、産業特性等の地域

の実情に応じた学科の在り方を検討します。 

 

  エ 水産に関する学科 

水産業は本道の基幹産業の一つであり、水産科設置校においては、水産業経営者

はもとより、大学や試験研究機関、地域産業界等と連携を深め、水産技術の高度化

や海洋環境問題、海洋性レクリエーションなど、海を取り巻く産業構造の変化に対

応しながら、水産や海洋の各分野について体系的・系統的に理解するとともに、水

産業や海洋関連産業の振興や社会貢献に主体的かつ協働的に取り組む態度を養うな

どして、地域や社会の健全で持続的な発展を担う職業人を育成する必要があります。 

水産に関する学科については、現状の学科の設置を基本としながら、生徒の進路

動向や設置校それぞれの役割などを考慮するとともに、生徒の学習選択幅の確保に

も配慮しながら、学科の在り方を検討します。 

 

  オ 家庭に関する学科 

家庭科設置校においては、人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的に捉え、
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家族・家庭の意義、家族・家庭と社会との関わりについて理解を深めるとともに、

自分や家庭、地域の生活を主体的に創造しようとする実践的な態度を養うなどして、

少子高齢化等の社会の変化や持続可能な社会の構築、食育の推進、男女共同参画社

会の推進、成年年齢の引下げ等への対応を一層重視し、男女が協力して主体的に家

庭や地域の生活を創造する資質・能力を育成する必要があります。 

家庭に関する学科については、生徒の進路動向や全道的な学科の設置状況などを

考慮し、現状の学科の設置を基本としながらも、家庭科への入学者数が減少してい

る状況を踏まえ、生徒の興味・関心に応じた学科転換を検討するなど、学科の在り

方を検討します。 

 

  カ 看護に関する学科 

    看護科設置校においては、健康の保持増進に寄与する能力と態度を養い、地域社

会の医療を支える人材を育成しています。本道の安心な暮らしを支える医療分野で

の人材確保の観点から、引き続き現状の学科の設置を基本としつつ、看護科への入

学者数が減少している状況を踏まえ、生徒の興味・関心や進路希望等に柔軟に対応

できるよう、入学者数の確保に向けた取組を進めます。 

 

  キ 福祉に関する学科 

    福祉科設置校においては、社会福祉の増進に寄与する能力と態度を養い、地域の

福祉を支える人材を育成しています。本道の安心な暮らしを支える福祉分野での人

材確保の観点から、引き続き現状の学科の設置を基本としつつ、福祉科への入学者

数が減少している状況を踏まえ、総合学科における「福祉系列」の設定や、普通科

への「福祉類型（コース）」の導入など、身近な学校で福祉を学ぶことができる環境

の整備について検討を進めます。 

 

(4) 総合学科 

総合学科は、生徒に目的意識や将来の進路への自覚を持たせるための学習や、生徒

が主体的に選択して学習する教育を進めるため、生徒の学習ニーズや地域の特色を踏

まえた系列を設定するとともに、共通教科から専門教科にわたって幅広く科目を開設

し、生徒の興味・関心、進路希望等に応じた教育活動を推進しています。 

しかし、郡部の総合学科では、中学校卒業者数の減少などにより小規模校化してい

ることから、小規模校であっても多様な科目の選択が可能となるよう、ICTを活用し

た学校間連携による他校の科目履修や、地域の人材や教育資源の活用を推進するとと

もに、国による教員の加配措置を効果的に活用するなどして教育活動の充実に取り組

みます。 

また、地域の要望や近隣の専門学科の設置状況などを勘案し、適切な設置となるよ
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う検討します。 

総合学科の特色について、当該校の校長を対象に令和３年（2021年）12月に道教委

が実施した「多様なタイプの高校等に関するアンケート」結果では、総合学科の認知

度が必ずしも高くない傾向が見られる（p.18参照）ことから、中学生やその保護者等

を対象とした学校説明会など、地域の中学校等に対する情報発信について、内容や方

法の工夫・改善を図ります。 

 

(5) 多様なタイプの高校等 

  道教委では、生徒の多様な興味・関心、進路希望等に対応するため、多様なタイプ

の高校づくりを進めています。 

 

 ア 中高一貫教育校 

中高一貫教育校は、これまでの中学校・高校に加え、生徒や保護者が６年間の一

貫した教育活動を選択できるよう、中等教育の一層の多様化を図ることを目的に設

置しているところであり、生徒一人一人の個性を重視した教育活動に取り組んでい

ます。 

 

(ｱ) 一体型中高一貫教育校（中等教育学校） 

  現在、道内には道立学校として登別明日中等教育学校が、市立高校として市立

札幌開成中等教育学校が設置されています。 

  登別明日中等教育学校では、６年間を３期に分けた弾力的な教育課程を編成す

るなど、特色ある教育活動を展開しており、生徒一人一人の個性や創造性を重視

した教育に取り組んでいます。 

  今後とも、取組を充実させるとともに、その成果を全道の中学校や高校に発信

していきます。 

 

(ｲ) 連携型中高一貫教育校 

  現在、第１学年１学級の高校を含め８つの地域で実施されており、市町村立中

学校と道立高校との間で教員の相互交流や乗り入れ授業、総合的な探究（学習）

の時間の合同実施、６年間を見通したキャリア教育の実施など、様々な教育活動

に取り組んでいます。 

  地元の中学校と連携した教育活動の継続について、引き続き市町村と協議を行

います。 

 

(ｳ) 併設型中高一貫教育校 

  併設型中高一貫教育校は、同一の設置者による中学校と高校を高校入学者選抜
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を行わずに接続する形態であり、本道の公立高校においては設置されていません

が、今後、他県における併設型の設置状況等を踏まえつつ、国の動向を注視しな

がら、必要に応じ併設型の設置の可能性について検討します。 

 

イ 単位制 

 単位制高校は、学年による教育課程の区分を設けず、決められた単位を修得すれ

ば卒業が認められる高校であり、生徒が自分の学習計画に基づき、自らの興味・関

心や進路希望等に応じた科目を選択し学習できることなどが特色として挙げられま

す。 

単位制高校では、多様な選択科目を開設するとともに、少人数指導や習熟度別指

導、ティーム・ティーチングなどのきめ細かな学習指導を行っています。 

 また、再編に際しては、地域の要望や単位制高校の配置状況等を総合的に勘案し

ながら、単位制の導入・充実について検討を行います。 

今後も、単位制の課程の趣旨を踏まえ、入学年次にかかわらず、多様な開設科目

から生徒が選択履修できる教育課程の編成・実施を一層推進するとともに、多様な

科目の開設が可能となるよう一定の学校規模の維持について検討します。 

 

ウ アンビシャススクール 

  アンビシャススクールは、生徒が自己の生き方を考えながら、「分かる喜び」を感

じたり、「もっと学びたいという気持ち」を高めたりするため、学ぶ意欲に応える学

習指導により、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着や、社会生活・職業生活

に必要な基本的な能力・態度の育成に重点を置いた学校です。 

  アンビシャススクールでは、少人数指導や習熟度別指導、義務教育段階の学習内

容の学び直し、地域社会と連携した多様な体験活動、小集団の編成、教育相談体制

の充実、コミュニケーション能力を高める教育活動を行っています。 

  今後、導入校での成果を踏まえながら、生徒の実態等も考慮しつつ、多様な学校

選択幅のある通学区域において学科転換等も視野に入れた、導入校の拡大について

検討します。 

 

２ 定時制課程・通信制課程 

定時制課程・通信制課程は、夜間における授業や自宅での自学自習など、全日制課程

以外の学習スタイルを求める生徒に対応しており、学習時間や時期、方法等を自ら選択

して自分のペースで学ぶことができるといった特長があります。 

在籍者には、これまでの勤労青年だけでなく、特定の職業分野等に関する知識及び技

能等を重点的に学ぶことを希望する生徒、スポーツや文化活動、芸能活動等に特に力を

入れ柔軟な形の学びを求める生徒や、全日制課程の中途退学者や不登校経験がある生徒、
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外国籍の生徒など様々な入学動機を持つ生徒がいます。 

 今後とも、生徒一人一人に寄り添った指導・支援を行い、生徒の状況に応じて、学校

生活への不安を取り除き、再び学びに向き合えるよう取組を進めるとともに、多様な学

習ニーズに応じてより一層きめ細かく対応していくことができるよう、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカー等の専門スタッフの充実や、大学や専門学校等と

の連携を促進するほか、ICTを効果的に活用した指導方法等の在り方を検討します。 

 また、全日制課程と同様に初等中等教育機関最後の教育機関として、高校生が身に付

けるべき知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等を確実に

育成し、生徒一人一人の能力を最大限引き出せるよう、インクルーシブ教育システムの

理念も踏まえつつ、学校の特色に応じた、教育活動のPDCAサイクルを確立します。 

 

(1) 定時制課程 

  今後とも三部制の取組や夜間定時制など、生徒の生活スタイル等に応じた学習機会

の確保やICTの活用などによる教育活動の充実に努めます。 

 

(2) 通信制課程 

  高等学校通信教育の質の保証に向けて、教育課程の編成・実施の適正化、協力校に

おける面接指導等の教育水準の確保、多様な生徒にきめ細かく対応するための指導体

制の充実、国のガイドラインを踏まえた主体的な学校運営改善の徹底に取り組みます。 

また、生徒の学習の進捗を十分に把握し、添削指導を通して明らかとなった個々の

生徒の学習上の課題を十分考慮しながらきめ細かな指導を行うとともに、ICTを基盤

とした先端技術を効果的に活用した新しい学びの形の実現に向けて検討します。 
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Ⅳ 公立高等学校配置計画 

  各通学区域において高校進学希望者数に見合った定員を確保するとともに、「Ⅱ 地域

とつながる高校づくり」、「Ⅲ 活力と魅力のある高校づくり」の実現に向け、適切な高

校配置に努めます。 

 

 １ 配置の基本的な考え方 

(1) 地域の実情に応じた高校配置 

ア 複数の高校が所在する市町や圏域 

中学校の卒業者数見込や高校への進学状況等を踏まえながら、市町や一定の圏

域の単位で、関係市町村の参画を得ながら高校の役割分担や定員調整も含めた具

体的な配置の在り方を検討します。 

 なお、この際、次の事項に留意するものとします。 

 

［留意事項］ 

① 一定の圏域内における各高校の役割等を勘案した高校配置が必要である

こと 

② 一定規模の生徒及び教職員の集団を維持し、活力ある教育活動を展開する

観点から、再編による学校規模の維持を検討する必要があること 

③ 第１学年１学級の高校は(2)の取扱いによるが、この要件に該当すること

が見込まれる場合にあっても、上記①を踏まえながら、圏域全体で必要な定

員調整をあらかじめ行うことで存続を図ることも選択肢となること 

④ 私立高校の配置状況に配慮した定員調整が必要であること 

 

イ 所在する高校以外への通学が困難な市町村 

   進学希望者数に見合った定員を確保するとともに、教育環境の充実を図り、地

域とつながる活力と魅力のある高校づくりを進めます。 

  なお、第１学年１学級となった高校は、(2)によるほか、複数の学科を設置して

いる高校については、５月１日現在の第１学年全体で40人以上の欠員（定時制課

程はいずれかの学科において第１学年の在籍者数が10人未満）となり、その後も

生徒数の増が見込まれない場合、地域の実情や学校・学科の特性などを考慮しな

がら、学科の再編整備を進めます。 

 

(2) 第１学年１学級の高校の取扱い 

   第１学年１学級の高校については、次に掲げるものを除き、５月１日現在の第１

学年の在籍者数が２年連続で20人未満となった場合は、再編整備を進めます。 
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ア 離島にある高校 

５月１日現在の第１学年の在籍者数が２年連続10人未満となり、その後も生徒

数の増が見込まれない場合は、再編整備を進めます。 

 

イ 地域連携校及び全日制課程で農業、水産、看護又は福祉に関する学科を置く高

校 

地域創生に向けた地域との連携のほか、本道の基幹産業である一次産業や安心

な暮らしを支える医療・福祉を担う人材の育成の観点から、５月１日現在の第１

学年の在籍者数が２年連続で20人未満となった場合であっても、道教委が所在市

町村をはじめとした地域と連携して、高校の特色化・魅力化、入学者確保に取り

組む集中取組期間を設けて再編整備を留保します。 

集中取組期間は、地域における高校の教育機能の維持向上に向けた具体的取組

とその効果を勘案した一定の期間とし、取組内容やその効果などに大きな変動が

ある場合には、必要に応じて集中取組期間の見直しを検討します。 

なお、集中取組期間中において、５月１日現在の第１学年の在籍者数が２年連

続で10人未満となった場合は、再編整備を進めます。 

 

ウ 定時制課程 

５月１日現在の第１学年の在籍者数が３年連続で10人未満となり、その後も生

徒数の増が見込まれない場合は、定時制課程の配置状況を考慮しながら、再編整

備を進めます。 

 

(3) 公立高校と私立高校の間における定員調整 

私立高校は独自の建学精神と教育理念に基づき、特色ある教育活動を展開し、公

立高校とともに高校教育の充実に大きな役割を果たしており、生徒の進路選択幅を

確保する観点からも、その配置状況を十分に考慮して、公立高校の配置を検討する

必要があります。 

こうしたことから、私立高校所在学区にあっては、公立高校において、中学校卒

業者数の増減に応じ、私立高校の配置状況に配慮した定員調整を行うこととし、調

整に当たっては、各通学区域における公立高校と私立高校の定員比率を勘案すると

ともに、北海道公私立高等学校協議会において、私学関係者と協議を行います。 

 

 ２ 学級定員 

学級定員については、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する

法律」（昭和36年法律第188号）に基づき、40人とします。 
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なお、１学年３学級以下の高校の平均在籍者数は、すでに35人以下となっています

が、全ての道立高校で個に応じたきめ細かな学習指導ができるよう、引き続き、国の

定数改善による少人数学級の実現について要望します。 

 

 ３ 配置計画の策定 

 生徒の進路選択や将来を見据えた学校経営を考慮し、３年間の具体的な配置計画と

その後４年間の見通しを示した配置計画を毎年度策定します。 

配置計画を策定した後、計画を策定した際に見通せなかった所在市町村の人口増減

により急激な中学校卒業者数の増減が生じた場合や、市町村立や私立高校の設置・廃

止により生徒の進路動向に大きな変動が生じた場合などは、必要に応じて計画の一部

を変更します。 

 市町村立高校の配置等については、設置者である市町村と協議し、配置計画に反映

します。  

 また、配置計画の策定に当たっては、圏域等における検討のほか、引き続き通学区

域ごとに「地域別検討協議会」を開催し、高校の魅力化についても協議するなど幅広

く丁寧に意見を伺います。 

 なお、所在市町村から、高校を核とした地域振興や特色ある学校づくりを進めるた

め、道立高校から市町村立高校への移管の要望がある場合は、当該市町村と協議を進

めます。移管に当たっては、魅力ある高校づくりに向けた市町村の取組に必要な協力

を行います。 

 

Ⅴ 教育諸条件等の整備 

 １ 道外からの入学者の受入れ 

   道外からの入学者の受入れについて、農業科や水産科などの一部の学科に加え、第

１学年２学級以下の学校のうち、地域の教育資源を活用した教科・科目等を３単位以

上履修できる教育課程を編成している学科を有する高校について、寮や下宿などが整

備されており、地域で継続的に支援できる場合は、推薦入学者選抜において、道外か

らの生徒の出願を可能としています。 

   現在、道外からの推薦による入学者の受入数については、推薦による入学者の範囲

の５％としていますが、推薦入学者選抜において、道内の出願者に影響を与えない範

囲で、合格内定者数が推薦標準枠に達するまで受け入れることができるとしています。 

   今後、これまでの出願状況や合格状況等のほか、地域特性や地域からの要望等を踏

まえながら、道外からの推薦による入学者の受入れの拡大について検討します。 
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 ２ 通学区域 

   全日制課程の普通科については、生徒の学習選択幅を拡大するため、通学区域の見

直しを行ってきており、現在19学区となっています。 

   また、全日制課程のうち普通科以外の学科のほか、定時制課程、通信制課程への就

学に係る通学区域は道内全域としています。 

   今後とも、生徒の興味・関心、進路希望等に応じた学校選択が可能となるよう、継

続して生徒の進路動向等の把握に努めるとともに、普通科新学科について、通学区域

の取扱いを検討します。 

 

 ３ 修学に対する支援 

   意欲と能力のある生徒が、経済状況にかかわらず安心して高校生活を送ることがで

きるよう、各種奨学金制度の周知を図ります。 

   また、道立高校の募集停止に伴い遠距離通学等となる場合において、経済的負担を

軽減し、生徒の修学機会を確保するため、通学費や下宿費の一部を補助する「高等学

校生徒遠距離通学費等補助制度」を実施しています。 

   今後とも、補助制度の実施状況等について把握しながら、適切な運用に努めるとと

もに、社会情勢の変化や財政状況等を勘案し、必要に応じて見直しを検討します。 
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参考資料 

○ 関連データ 

【高校教育に関するアンケート結果】 

進学したい（させたい）高校の学科 

No 項目 中学生 保護者 

① 普通科 68.8％ 76.7％ 

② 職業学科（農業科、工業科、商業科、水産科、家庭科、看護科、福祉科な

どの学科） 

22.0％ 30.6％ 

③ 専門学科（理数科、外国語科、体育科、工芸科、数理データサイエンス科

などの学科） 

13.9％ 24.3％ 

④ 総合学科（共通教科から商業や家庭、福祉など専門教科にわたって幅広く

開設された科目の中から興味・関心や進路希望等に応じて学ぶことがで

きる学科） 

11.5％ 29.0％ 

⑤ わからない 11.8％ 6.2％ 

⑥ その他 1.1％ 2.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【多様なタイプの高校等に関するアンケート結果】 

（総合学科設置校校長） 

 

52.9% 29.4% 17.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

中学生や保護者の総合学科に対する理解や認知度が低い

とても当てはまる、まあ当てはまる どちらともいえない あまり当てはまらない、全く当てはまらない
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○ 学校規模について 

１ 「これからの高校づくりに関する指針」（平成30年３月策定）での記載内容 

全日制課程については、一定規模の生徒及び教職員の集団を維持し、活力ある教育活動を展開す

る観点から、可能な限り１学年４～８学級の望ましい学校規模を維持できるよう、再編整備などを

進めます。 

＜望ましい学校規模の利点＞ 

・多様な個性を持つ生徒と出会うことにより、お互いに切磋琢磨できる機会が得られる 

・生徒の学習ニーズに応える多様で柔軟な教育課程が編成できる 

・より多くの教職員の指導により、多様な見方や考え方が学べる 

・生徒会活動や部活動が活性化し充実する 

 

２ 今後の考え方について 

  高校に求められる機能や役割、高校教育の目的や目標などを考慮すると、平成30年指針における

「１学年４～８学級」という一定の学校規模を求める考え方は今後も高校配置の検討に当たっての

重要な観点の一つと考えます。 

・４学級以上とする理由 ～ 収容定員により標準の教員数が定まる現行制度の下、一定の生

徒集団を確保するとともに、地理歴史、理科や芸術における専門性の高い教員の配置など、

柔軟な教育課程の編成に必要な教職員数を確保 

・８学級以内とする理由 ～ 学校全体での行事運営への支障や、施設設備の利用が過密にな

ることを回避 

【参考：１学年３学級規模と４学級規模の教員数等の比較】※教員数と開設科目数は普通科 

規 模 教員数 開設科目数 部活動設置数 

４学級 30人 43科目程度 体育系10.4 文化系9.6 

３学級（部活は２学級） 25人 36科目程度 体育系6.6 文化系5.0 

一方、１学年３学級以下の小規模校では、少人数の特性を生かしたきめ細かな指導や地域と一体

となった教育活動といった特色のある取組を行っており、こうした取組に対する生徒や保護者の

ニーズも少なくありません。 

それぞれの小規模校が、更にその特色を生かし魅力を高めていくためには、地学協働やICTの活

用による遠隔教育などの、より一層の推進とあわせて、小規模校における教職員定数の改善・充実

について、国に働きかけていくことも必要です。 

 

３ 指針の記載について 

今後、高校の配置について検討を進めるに当たっては、通学可能圏域などの一定の圏域単位で、

それぞれの高校が担うべき役割を踏まえた活力と魅力のある高校づくりや、高校配置の在り方な

どについて協議を行い、その結果を具体の高校の配置に反映していくこととしています。 

このような検討を進めるに当たっても、活力ある教育活動を展開する観点から、学校規模を維持

していくことは引き続き重要ですが、一律の学校規模を目指すのではなく、それぞれの高校の機能

や特色、求められる役割などを踏まえつつ、学校規模についても考えていくことが、圏域内の高校

全体として、生徒の多様な学習ニーズに応える特色と魅力のある教育を実現することにつながる

ことから、指針では学校規模の基準を明示していません。 


